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年産
別記様式第３号

「毎年の生産量・品質に基づく交付金」の交付申請書

年 月 日
農林水産大臣 殿

申請者 住 所
氏 名 法人等にあっては、

名称及び代表者の氏名 印

A対策加入者管理コード

「毎年の生産量・品質に基づく交付金」の交付を受けたいので、以下の品
質区分別生産量に基づき計算される金額の交付を申請します。

なお、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
（平成18年法律第88号）第２条第２項第３号に規定する農地（遊休農地）が
ないことを誓約します。

麦
品質区分別生産量

品質区分
小麦（秋） 小麦（春） 二条大麦 六条大麦 はだか麦

ランクA
kg kg kg kg kg

ランクB
kg kg kg kg kg１

等
ランクC

kg kg kg kg kg

ランクD
kg kg kg kg kg

ランクA
kg kg kg kg kg

ランクB
kg kg kg kg kg２

等
ランクC

kg kg kg kg kg

ランクD
kg kg kg kg kg

大豆 てん菜 でん粉原料用ばれいしょ
品質区分 品質区分品質区分別

販売総数量品質区分
生産量 出荷総数量(加重平均糖度) 加重平均

でん粉含有率
１等

度 kgkg

kg銘 ％
２等

kg柄
大

３等
kg豆

（注意事項）特定
・特定対象農産物ごとの品質区分別生産量を確認できる書加工用 kg

。非 類を添付してください

・非銘柄大豆のうち特定加工用については対象外となります。銘 １～３等 kg

柄
大 特定
豆 加工用
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う
に
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年産

別記様式第４号

「収入減少影響緩和交付金」の交付申請書

年 月 日

農林水産大臣 殿

申請者 住 所
氏 名 法人等にあっては、

名称及び代表者の氏名 印

A対策加入者管理コード

「収入減少影響緩和交付金」の交付を受けたいので、以下の生産実績数量
に基づき計算される金額の交付を申請します。

なお、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
（平成18年法律第88号）第２条第２項第３号に規定する農地（遊休農地）が
ないことを誓約します。

対 象 農 産 物 地 域 等 区 分 生 産 実 績 数 量

kg

kg

kg

kg

kg

（注意事項）

・対象農産物ごと、地域等区分ごとの生産実績数量を確認できる書類を添付してください。

・米穀の生産実績数量の記入に当たっては、生産調整方針に従って設定された生産数量目標の範囲内

としてください（加工用米等は対象外）。また、種子用に供される米穀、未検査米、自家消費用米

その他の当該交付金の交付対象とならない米穀の数量については、生産実績数量には含めないでく

ださい。



附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




